
議案第１２９号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  平成２９年６月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

   路  線  名 延  長 

   ｍ 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地 

Ｂ第５３９号線 54 06 4 00 

さいたま市桜区町谷

三丁目６０８番６地

先 

さいたま市桜区町谷

三丁目６０８番３地

先 

Ｌ第１３０１号線 52 58 4 00 

さいたま市緑区大字

中尾字駒前１１２２

番１地先 

さいたま市緑区大字

中尾字駒前１１２２

番９地先 

１２８８５号線 84 93 4 00 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字山崎１１３

９番７地先 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字山崎１１３

９番１５地先 

１２８８６号線 119 83 4 00 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字山崎１１５

５番６２地先 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字山崎１１５

５番３６地先 

１２８８７号線 90 11 5 00 

さいたま市見沼区堀

崎町４５５番１地先 

さいたま市見沼区堀

崎町４５５番１８地

先 

１２８８８号線 57 48 5 00 

さいたま市北区本郷

町８２番７地先 

さいたま市北区本郷

町８２番１２地先 

２２５７０号線 64 47 4 50 

さいたま市見沼区大

字南中野字新田１１

９６番６地先 

さいたま市見沼区大

字南中野字新田１２

００番１地先 


